
 
 
 

令和７年３月１４日 

都市局都市環境課 
 
 

都市緑化支援機構を指定しました 
～地方公共団体による緑地確保の取組を支援～ 

 

 

 

 

 

令和６年１１月に施行された改正都市緑地法に基づき、都道府県等による特別緑地

保全地区内における緑地の買入れを支援するとともに、買入れ後の機能の維持増進を

図る事業を効果的に行う「都市緑化支援機構」として、以下の法人を３月１３日付けで

指定しました。 

 

・名称：公益財団法人都市緑化機構 

・住所：東京都千代田区神田神保町３丁目２番地４ 

・支援業務を行う事務所の所在地：同上 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

都市局都市環境課 守谷、髙橋 

代表番号 03-5253-8111（内線 32-643、33-335） 

直通番号 03-5253-8295 

国土交通大臣は、改正都市緑地法に基づき、都市緑化支援機構として、公益財団法人

都市緑化機構を指定しました。 


